
熊本市では私道に下水道を希望される場合の手順としまして、①公費布設制度の利用②共同排水設備助成金制度の利用
の順で薦めておりますので、まずはじめに申請者により、公共下水道布設事前調査依頼書を提出していただきます。
なお、最初から共同排水助成金制度にて計画をされている場合は、事前にご相談ください。

公共下水道布設事前調査依頼書の提出
（様式集よりダウンロードし、位置図を添えて提出して下さい）

市で調査を行い回答文書の送付
（公共下水道布設申請書も同時送付します）

公共下水道布設申請書の提出

申請者へ申請受付完了の
回答文書の送付

下水道管布設工事

供用開始の告示

宅内排水設備の工事

公費布設の条件《私道布設要綱第２条》
①私道の両端又は一端が、公共下水道が設置されている
道路（公共下水道の設置に係る工事の契約が締結されたも
のを含む。）に接続されていること。

②私道の形態が明確かつ分筆され、地目が公衆用道路で
あること。

③公共下水道の布設及び維持管理において、家屋等への
影響がない道路幅員を有すること。

④私道に面する土地が２筆以上あり、かつ１戸以上の建物
が建っており、又は、建築予定であること。

⑤公共下水道の設置又は維持管理について、所有権者等
全員が同意していること。ただし、所有者不明土地がある等
管理者が別に定める場合は、この限りではない。

⑥公共下水道が存置する期間、無償で使用できるもの（権
利を移転する場合にあっても同様とする。）であること。

⑦開発区域内道路にあっては、開発完了後３年を経過して
いること。

共同排水設備助成申請の
事前調査依頼の提出

申請者へ事前調査依頼に対する
回答文書の送付

共同排水設備助成申請書の
提出

申請者へ
共同排水設備助成金交付決定

通知書の送付

工 事 着 工

共同排水設備工事完了届の提出

検査後、助成金の交付及び
宅内の排水設備工事

助成の条件《共同排水助成要綱》
①当該私道に面した所有者の異なる家屋の２戸以上が共
同して設置し、かつ、使用するもの

②共同排水設備の工事完了後当該共同排水設備を設置す
るものが速やかに水洗便所に改造するものであること。

③土地所有者が、当該共同排水設備の設置に同意してい
るもの。
④下水道受益者負担金及び市税を滞納していないもの。

※公費布設及び共同排水設備助成金制度の何れにも該当しない場合は、住民負担となります。

公費布設 助成金制度

※申請は申請者
の方に行って頂
きます。

※申請から工事ま
で指定工事店が行
います。

※下記公費布設の条件①②③④⑦について確認
し、約２～３週間で回答いたします。

※設計図面が無い場合は測量設計後、施工、
また、周辺の整備状況によっては、整備完了
後の施工となります。

※この場合、公共下水道になりますので市が
維持管理します。

※工事完了の検査後、原則として翌月また
は翌々月に供用開始となります。

※下記助成の条件①④を確認
します。

※下記助成の条件②③を確認
します。

※通知を受けた日後２箇月以
内に工事完了してください。

※指定工事店が
行います。

※宅地内に設置した公共汚水桝への接続工事は個人負担
で指定工事店により行ってください。

※排水設備工事費の2/3以内を助成します。
※この場合、個人管となり、管の維持管理は個人で行うことと
なります。

※市が行います。

※下記公費布設の条件②及び事前で確認さ
れていない⑤⑥を確認します。

※私道土地所有者の印鑑登録証明並びに、
字図・登記簿謄本も添えて提出してください。

（公費布設の条件に適合しない場合）

※分筆等で申請が困難
な場合はご相談ください。

《 私道に下水道を希望される場合 》

※市税滞納有無
調査承諾書（実
印）、印鑑登録証
明が必要です。

※工事完了後５日以内に完了
届等を届け出てください。


